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令和３年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第２号）  



西水路雨水幹線（恵美坂水
路）の建設及び改良等に必要
な経費に係る負担金
（R３・４第30工区工事）

令和３年度から
令和４年度まで

千円

29,462

（追加）
事項 期間 限度額

大和川流域下水道事業 68,500 千円 73,800 千円

補正前限度額 補正後限度額 備考

 令和３年度羽曳野市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（補正予定額）

入

（資本的収入及び支出）

目） （既決予定額）

第１款　資本的収入

第２条

5,300

（科

 令和３年度羽曳野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条で定めた資本的収入及び

千円 1,298,957

（補正予定額）

千円

令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 提 出

（科 目） （既決予定額）

第１項　企業債

（第２号）令和３年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算

千円

千円

3,646,322

（総　　則）

第１条

収

資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

第１款　資本的支出 3,641,022 千円

羽曳野市長　山入端　創

千円

支

第1項　建設改良費

千円

（計）

2,588,467

5,300

出

千円千円

千円

1,811,300

（計）

5,300

1,806,000

2,583,167 千円 5,300

千円

1,293,657

（企業債）

（債務負担行為）

第３条  予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

第４条　 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。
起債の目的
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４．流域下水道
　　建設負担金

57,892 5,300 63,192

1,811,300

5,300

資本的収入及び支出

備 考計

5,300

今回補正額 計

2,588,467

1,811,300

2,583,167

1,806,000

１．資本的収入

（単位：千円）

備 考

5,300

令和３年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算 （第２号）実施計画

（単位：千円）

目 既決予定額

１．企業債

１．建設改良費等
　　の財源に充てる
　　ための企業債

1,806,000

収 入

5,300 3,646,322

款 項 目 既決予定額 今回補正額

支　出

１．建設改良費 5,300 1,298,9571,293,657

１．資本的支出 3,641,022

款 項
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流域下水道債 68,500 5,300 73,800

1,806,000

今回補正額 計目 節 既決予定額

資　本　的　支　出

備 考

（単位：千円）

（単位：千円）

備 考

１．建設改良費 1,293,657 5,300 1,298,957

今回補正額 計項

資　本　的　収　入

5,300

令和３年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算 （第２号）説明書

節 既決予定額

1,811,300

5,300 1,811,3001,806,000

目

１．企業債

１．建設改良費等
　　の財源に充て
　　るための企業
　　債

項

流域下水道建
設負担金

57,892 5,300 63,192

４．流域下水道
　　建設負担金

57,892 5,300 63,192
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 　前年度末までの支払  　当該年度以降の支払

事項  　義務発生（見込）額  　義務発生予定額

期間 金額
（千円）

期間 金額
（千円）

29,462 － - 29,462

債務負担行為に関する調書

限度額
（千円）

　左の財源
　の内訳

 令和３年度から
 令和４年度まで

 企業債等

西水路雨水幹線（恵美坂水
路）の建設及び改良等に必
要な経費に係る負担金
（R３・４第30工区工事）
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